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-１- 経営事項審査について 

 

 １ （略） 

 

 ２ 申請手続き 

 ≪具体的な申請手続き≫ 

 ② 国土交通大臣許可の建設業者は近畿地方整備局に、福井県知事許可の建設業者は

主たる営業所の所在地を管轄する本県の各土木事務所に経営規模等評価の申請およ

び総合評定値の請求を行う。 

 

-１０- 

 ２０ 登録経営状況分析機関番号 

   経営状況分析を受けた登録経営状況分析機関の登録番号を記入する。 

                                           （平成３０年４月現在） 

００００１０ （略） （略） 

００００１１ （株）ＮＫＢ ０９３－９８２－３８００ 

【削除】 【削除】 【削除】 

００００２２ （略） （略） 

 

 登録経営状況分析機関は、追加・廃止されることがありますので、最新情報は国土交

通省ホームページをご覧ください。 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000091.html 

 

-１３- 

 ３２－１ 業種コード 

080 電気工事 180 防水工事 290 解体工事 

090 管工事 190 内装仕上工事 【削除】 【削除】 

 

 

 

 

 

-１- 経営事項審査について 

 

 １ （略） 

 

 ２ 申請手続き 

 ≪具体的な申請手続き≫ 

 ② 国土交通大臣許可、福井県知事許可のいずれの建設業者も、主たる営業所の所在

地を管轄する本県の各土木事務所に経営規模等評価の申請および総合評定値の請求

を行い、大臣許可業者については本県が近畿地方整備局に申請書を進達する。 

 

-１０- 

 ２０ 登録経営状況分析機関番号 

   経営状況分析を受けた登録経営状況分析機関の登録番号を記入する。 

                                          （平成２６年１２月現在） 

００００１０ （略） （略） 

００００１１ （株）日本建設業経営分析センター ０９３－４７４－１５６１ 

００００２１ （株）建設システム ０５４５－２３－２６０７ 

００００２２ （略） （略） 

 

 

 

 

 

-１３- 

 ３２－１ 業種コード 

080 電気工事 180 防水工事 290 解体工事 

090 管工事 190 内装仕上工事 300 とび・土工・コンクリ

ート工事・解体工事

（経過措置） 
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【確認事項】 

・（略） 

・（略） 

・【削除】 

 

 

 

 

・（略） 

 

-１５- 

≪注意≫ 

 ※（略） 

 ※（略） 

 ※（略） 

※【削除】 

 

 

 

 

 

-１６- 

 ３４ 合計 

 【確認事項】 

 ・（略） 

 ・【削除】 

 

 

 

 

 

 

【確認事項】 

・（略） 

・（略） 

・平成２８年６月１日から平成３１年５月３１日までの間にとび・土工工事業または

解体工事業の経営事項審査を受けようとするときは、「とび・土工・コンクリート工

事・解体工事（経過措置）」についても記載すること。その際、「完成工事高」の欄

にはとび・土工・コンクリート工事および解体工事の完成工事に係る請負代金の額

の合計を記入する。元請完成工事高の欄についても同様とする。 

・（略） 

 

-１５- 

≪注意≫ 

 ※（略） 

 ※（略） 

 ※（略） 

※平成２８年６月１日から平成３１年５月３１日までの間は、平成２８日６月１日時

点で現にとび・土工工事業の許可を有する業者が行った解体工事の完成工事高につ

いては、解体工事業の許可を受けていない場合でもその内容に応じて一式工事業ま

たは一式工事業以外の建設業に係る建設工事の完成工事高に含めることができま

す。 

 

-１６- 

 ３４ 合計 

【確認事項】 

・（略） 

・業種コード「３００」（とび・土工・コンクリート工事・解体工事（経過措置））に係

る完成工事高および元請完成工事高は、合計に含めない。 
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-２０- 

１０ 【削除】 

 

 

 

 

 

-２５- 

この名簿は、審査基準日において在籍する技術職員（規則第１８条の３第２項第１号

または第３号に該当する者）に該当する者であって、審査基準日以前に6か月を超える

恒常的な雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている

者について作成する。 

 
（参考）規則第１８条の３ 

 法第２７条の２３第２項第２号に規定する客観的事項は、経営規模、技術的能力及び次の各号に掲げ

る事項とする。（略） 

２ 前項に規定する技術的能力は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとす

る。 

 一 法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は法第１５条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者の数 

 二 工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能に関する講習であつて、次条から第１８

条の３の１６までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの（以下「登録基幹技能者講習」と

いう。）を修了した者の数 

 三 前号に掲げる者に準ずる者として国土交通大臣が定める者の数 

 四 （略）- 

 

-２７～２８- 

６２－１ 業種コード 

０９ 管工事 １９ 防水工事 ２９ 解体工事 

１０ ﾀｲﾙ・ﾚﾝｶﾞ・ブロック工

事 

２０ 内装仕上工事 【削除】 【削除】 

 

【削除】 

 

 

-２０- 

１０ 経過措置への対応 

平成２８年６月１日から平成３１年５月３１日までの間にとび・土工工事業また

は解体工事業の経営事項審査を受ける場合、審査基準日等にかかわらず、過去にさ

かのぼって、直前２年または３年分のとび・土工工事業および解体工事業の工事経

歴書（旧とび・土工工事業を切り分けしたもの）を申請書に添付する。 

 

-２５- 

この名簿は、審査基準日において在籍する技術職員（規則第１８条の３第２項第１号

または第２号に該当する者）に該当する者であって、審査基準日以前に6か月を超える

恒常的な雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている

者について作成する。 

 
（参考）規則第１８条の３ 

 法第２７条の２３第２項第２号に規定する客観的事項は、経営規模、技術的能力及び次の各号に掲げ

る事項とする。（略） 

２ 前項に規定する技術的能力は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとす

る。 

 一 法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は法第１５条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者の数 

 二 工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能に関する講習であつて、次条から第１８

条の３の１６までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの（以下「登録基幹技能者講習」と

いう。）を修了した者の数 

 三 【新設】 

 

 

-２７- 

６２－１ 業種コード 

０９ 管工事 １９ 防水工事 ２９ 解体工事 

１０ ﾀｲﾙ・ﾚﾝｶﾞ・ブ

ロック工事 

２０ 内装仕上工事 ９９ とび・土工工事業・解

体工事業（経過措置） 

 

なお、平成２８年６月１日から平成３１年５月３１日までの間に、とび・土工工事業

または解体工事業の経営事項審査を受けようとするときは、必ず、とび・土工工事業の

技術職員については「業種コード」の欄に「とび・土工工事業」のコード「０５」を、
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６２－２ 有資格区分コード 

技術職員は、建設業法第７条第２号イ、ロもしくはハまたは同法第１５条第２号イも

しくはハに該当する者または規則第１８条の３第２項第２号に規定する登録基幹技能者

講習を修了した者（基幹技能者）ならびに建設技能者の能力評価制度に関する告示（平

成３１年国土交通省告示第460号）第３条第２項の規定により同項の認定を受けた能力

評価基準（以下「認定能力評価基準」という。）により技能や経験の評価が最上位である

とされた建設技能者（以下「レベル4技能者」またはレベル4技能者に次ぐものとされ

た建設技能者（以下「レベル3技能者」という。）であって、審査基準日以前に６か月を

超える恒常的な雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用され

ているもの（法人である場合においては常勤の役員を、個人である場合においては事業

主を含む。）をいう。 

また、雇用期間が限定されている者のうち、審査基準日において高年齢者等の雇用の

安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号）第９条第１項第２号に規定する継続雇

解体工事業の技術職員については「業種コード」の欄に「解体工事業」のコード「２９」

を、とび・土工工事業および解体工事業の技術職員については「業種コード」の欄に「と

び・土工工事業・解体工事業（経過措置）」のコード「９９」を、それぞれ記入すること。 

この場合、「業種コード」の欄に「とび・土工工事業」のコード「０５」が記入された

技術職員はとび・土工工事業およびとび・土工工事業・解体工事業（経過措置）の技術

職員として、「業種コード」の欄に「解体工事業」のコード「２９」が記入された技術職

員は解体工事業およびとび・土工工事業・解体工事業（経過措置）の技術職員として、

「業種コード」の欄に「とび・土工工事業・解体工事業（経過措置）」のコード「９９」

が記入された職員はとび・土工工事業、解体工事業およびとび・土工工事業・解体工事

業（経過措置）の技術職員として、それぞれ審査される。 

 

【確認事項】 

・平成２８年６月１日から平成３１年５月３１日までの間（経過措置期間）においては、

「とび・土工工事業」および「解体工事業」の技術職員として申請する場合、双方を

あわせて１つの業種とみなす（「業種コード」の欄に「９９」を記入。）。 

・たとえば、技術職員１人で、「業種コード」の欄に「０３」および「９９」が記入され

ると、大工工事業、とび・土工工事業、解体工事業およびとび・土工工事業・解体工

事業（経過措置）の技術職員として、それぞれ審査される。 

 

６２－２ 有資格区分コード 

技術職員は、建設業法第７条第２号イ、ロもしくはハまたは同法第１５条第２号イも

しくはハに該当する者または規則第１８条の３第２項第２号に規定する登録基幹技能者

講習を修了した者（基幹技能者）であって、審査基準日以前に６か月を超える恒常的な

雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されているもの（法

人である場合においては常勤の役員を、個人である場合においては事業主を含む。）をい

い、労務者（常用労務者を含む。）またはこれに準ずる者を除き、建設業に従事する者に

限る。 

 

 

 

また、雇用期間が限定されている者のうち、審査基準日において高年齢者等の雇用の

安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号）第９条第１項第２号に規定する継続雇
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用制度の適用を受けているもの（６５歳以下の者に限る。）については、雇用期間を特に

限定することなく常時雇用されている者とみなす。なお、継続雇用制度の適用を受けて

いることの証明は、「経営事項審査の事務取扱いについて」（平成２０年１月３１日国総

建第２６９号）別記様式第３号の提出によるものとする。 

技術職員の数については、技術職員を、建設業の種類別に、次に掲げる区分に分ける。 

① （略） 

② （略） 

③ 基幹技能者またはレベル４技能者であって一級技術者以外の者 

④ 建設業法第２７条第１項に規定する技術検定その他の法令の規定による試験で、

当該試験に合格することによって直ちに同法第７条第２号ハに該当することとなる

ものに合格した者、他の法令の規定による免許もしくは免状の交付（以下「免許等」

という）で当該免許等を受けることによって直ちに同号ハに該当することとなるも

のを受けた者、登録基礎ぐい工事試験（建設業法施行規則第７条の３第２号の表と

び・土木工事業の項第５号の登録を受けた試験をいう。）または登録解体工事試験（同

条第２号の表解体工事業の項第４号の登録を受けた試験をいう。）に合格した者もし

くはレベル３技能者であって一級技術者および基幹技能者以外の者（以下「二級技

術者」という。） 

⑤ （略） 

 

技術職員の数は、一級監理受講者の数に６を乗じ、一級技術者であって一級監理受講

者以外の者の数に５を乗じ、基幹技能者またはレベル４技能者であって一級技術者以外

の者の数に３を乗じ、二級技術者の数に２を乗じおよびその他の技術者の数に１をそれ

ぞれ乗じて得た数値の合計数値（技術職員数値）を、許可を受けた建設業の種類ごとに

それぞれ求め、審査基準日における技術職員数値をもって審査する。 

ただし、一人の職員につき技術職員として申請できる建設業の種類の数は、２までと

する。 

 

 

 

 

 

 

用制度の適用を受けているもの（６５歳以下の者に限る。）については、雇用期間を特に

限定することなく常時雇用されている者とみなす。なお、継続雇用制度の適用を受けて

いることの証明は、「経営事項審査の事務取扱いについて」（平成２０年１月３１日国総

建第２６９号）別記様式第３号の提出によるものとする。 

技術職員の数については、技術職員を、建設業の種類別に、次に掲げる区分に分ける。 

① （略） 

② （略） 

③ 基幹技能者であって一級技術者以外の者 

④ 建設業法第２７条第１項に規定する技術検定その他の法令の規定による試験で、

当該試験に合格することによって直ちに同法第７条第２号ハに該当することとなる

ものに合格した者または他の法令の規定による免許もしくは免状の交付（以下「免

許等」という）で当該免許等を受けることによって直ちに同号ハに該当することと

なるものを受けた者であって一級技術者および基幹技能者以外の者（以下「二級技

術者」という。） 

⑤ （略） 

 

 

 

 

技術職員の数は、一級監理受講者の数に６を乗じ、一級技術者であって一級監理受講

者以外の者の数に５を乗じ、基幹技能者であって一級技術者以外の者の数に３を乗じ、

二級技術者の数に２を乗じおよびその他の技術者の数に１をそれぞれ乗じて得た数値の

合計数値（技術職員数値）を、許可を受けた建設業の種類ごとにそれぞれ求め、審査基

準日における技術職員数値をもって審査する。 

ただし、一人の職員につき技術職員として申請できる建設業の種類の数は、２までと

する。 
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-４６- 

業種別技術職員コード表 ３/３ 

０６４ 基幹技能者 講習修了証記載の業種に応じて２業種以

内に限り３点ずつ加点 

７０４ 認定能力評価基準（レベル４） 認定能力評価基準ごとに２業種以内に限

り３点ずつ加点 

７０３ 認定能力評価基準（レベル３） 認定能力評価基準ごとに２業種以内に限

り２点ずつ加点 

 

 

-４７- 

【新設】技術職員 有資格区分コード表 

 

-４７- 

業種別技術職員コード表 ３/３ 

０６４ 基幹技能者 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

【新設】 【新設】 【新設】 

【新設】 【新設】 【新設】 
 

 


